
 

平成２２年４月２２日 

 

一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催について 

 

関東経済産業局では、ガス事業法第４８条の規定に基づき、銚子瓦斯株式会社から申請の

あった一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会を、次のとおり開催しますのでお知らせ

します。 

 

１. 申請の概要 

申 請 者  銚子瓦斯株式会社 

申請の概要  供給区域の変更（千葉県銚子市の一部区域の減少）に係る一般ガス供給

約款の変更 

 

２．公聴会の開催期日及び場所 

開催期日 平成２２年５月１８日 午後２時から 

開催場所 銚子市青少年文化会館 

（千葉県銚子市前宿町１０４６番地） 

なお、期日までに意見陳述届出書の提出がない場合は、公聴会は開催いたしません。 

 

３．一般ガス供給約款の変更の認可申請書の閲覧場所 

・関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 

（埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館） 

・銚子瓦斯株式会社の本社 

（東京都中央区日本橋箱崎町７－１） 

  ・銚子瓦斯株式会社の銚子営業所 

   （千葉県銚子市内浜町１６０３番地） 

 

４．その他 

公聴会に出席して意見を述べようとする方及び傍聴を希望される方は、別紙によりお申

し込みが必要です。 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 

担当者：井之上、古川 

電 話：０４８－６００－０４１１（直通） 



 

陳述の申出方法及び傍聴の申し込み方法 

 

１．公聴会の陳述の申出方法 

公聴会に出席して意見を述べようとする方は、以下にしたがい意見陳述届出書を提出し

てください。 

なお、意見陳述の届出が多数の場合は、関東経済産業局長が陳述人を指定し、その旨を

届出者あて通知します。 

（１）意見陳述届出書の作成について 

別添の様式にしたがい、以下の事項を記載した関東経済産業局長あての意見陳述届

出書（一人一通に限ります。）を作成してください。 

・氏名、住所及び職業 

・意見の概要 

（２）意見陳述届出書の提出期限について 

平成２２年５月６日（必着） 

（３）意見陳述届出書の提出先について 

〒３３０－９７１５ 

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館 

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 あて 

※封筒の表に「銚子瓦斯株式会社関係公聴会陳述希望」と記載してください。 

２．公聴会の傍聴の申し込み方法 

公聴会の傍聴を希望される方は、以下にしたがい郵送にて申し込んでください。 

なお、傍聴申込みが多数の場合は、抽選により傍聴者を指定し、その旨を申込者あて通

知します。また、期日までに意見陳述届出書の提出がないため、公聴会を開催しない場合

にもその旨を通知します。 

（１）傍聴申込みはがきの作成について 

郵便往復はがき（一人一通に限ります。）に、以下の事項をご記入ください。 

【往信の文面】 

・申込者の住所及び氏名 

・「銚子瓦斯株式会社関係公聴会傍聴希望」の旨 

【返信の宛名面】 

・申込者の郵便番号、住所及び氏名 

（２）傍聴申込みはがきの提出期限について 

平成２２年５月６日（必着） 

（３）傍聴申込みはがきの郵送先について 

〒３３０－９７１５ 

埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館 

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 あて 

別紙 



 

様式 

意見陳述届出書 

 

関東経済産業局長   殿 

 

 (ふりがな) 

届出者 氏 名 

（郵便番号） 

住 所 

（電話番号） 

職 業 

 

銚子瓦斯株式会社申請の一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会に出席して意見を述

べたいので、次のとおり意見の概要を付して届け出ます。 

 

（意見の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 届出書の用紙の大きさは、できる限り日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 意見の概要は、できる限り所定の欄に記載することとし、意見の詳細を記載する場合

には、別紙に記載して届出書に添付すること。 

３ 団体又は企業の場合は、氏名の欄にはその名称、代表者の氏名及びその団体又は企業

を代表して意見を陳述する者の氏名（ふりがなを付すこと。）を、住所の欄にはその団

体又は企業の所在地を、職業の欄にはその団体又は企業を代表して意見を陳述する者の

職名を記載すること。 

 

別添 


